
１２月２０日（日）リブインピース＠カフェ 戦争法を許すな

13:30～16:30 港区民センター（JR環状線・地下鉄弁天町駅より7分）

海外派兵され戦闘すれば必ず

戦死者・戦傷者がでます。防衛

省はそれを真剣に検討し始めま

した。自衛官が戦場で死亡した

場合に弔慰金（賞恤（じゅつ）金）

の 9000 万円への増額も報道され

ています。

いかなる海外派兵も憲法違反

です。しかしこれまでは人道援

助や復興支援を掲げ直接の戦闘

を企図していなかったため、戦

死者の扱いや戦傷者救護の問題

はほとんど想定されていなかっ

たのです。戦争法でそれがにわ

かに現実味を帯びてきました。

政府の検討会では“軍事作戦としての救護態勢”という言葉が使われています。それは負傷

兵の傷を治して戦場に再び送り込むための回復措置にほかならず、医療とは似て非なるもので

す。中谷防衛相が「準備を整えてから PKO 部隊に駆けつけ警護の任務を与える」といってい

るのは、このような救護態勢や戦闘訓練を積み重ねていくという意味なのです。

私たちはこれまで、イラク、アフガニスタン戦争で戦死した米兵の大半が 20 代前半の若者

だったことなどを問題にしてきました。「経済的徴兵制」という言葉にあるように、日本でも

職がなかったり生活が苦しい若者を自衛隊に勧誘しようという動きがあります。

絶対に戦争で殺させても殺されてもいけません。私たちは「戦争する国」に反対です。平和

憲法と相容れない戦争法を今すぐ廃止するよう求めます。（2015.12.3.）

自衛隊の戦場での救護態勢のイメージ（政府検討会より）

リブインピース＠カフェ 12/20（日）13:30～ 16:30
□ビデオ上映『旧日本軍－戦場医療と従軍看護婦』（仮）

□「自衛隊の戦場での救護態勢に関する政府検討会」報告

□イラク・アフガニスタン戦争での戦死傷者の例

ほか

主催：リブ・イン・ピース☆９＋２５

TEL 090-5094-9483 liveinpeace_heiwa@yahoo.co.jp

敵との交戦で死傷者の発生を想定
－－防衛省が検討し始めた「軍事作戦としての救護態勢」


